
へき地診療所設備整備費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 県は，へき地等における地域住民の医療の確保を図るため，国が定める「へき地保健医療対

策実施要綱」（平成１３年５月１６日医政発第５２９号厚生労働省医政局長通知）に基づき市町

村等が行うへき地診療所設備整備事業に要する経費について，当該市町村等に対し，予算の範囲

内においてへき地診療所設備整備費補助金を交付するものとし，その交付等に関しては，補助金

等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，こ

の要綱の定めるところによる。 

 

 （交付対象等） 

第２ へき地診療所設備整備費補助金の交付対象となる基準額，対象経費，補助率及び下限額は別

表のとおりとし，交付額は次の方法により算出された額とする。ただし，算出された額に千円未

満の端数が生じた場合は，これを切り捨てるものとする。 

 （１） 別表の１基準額欄に定める基準額と２対象経費欄に定める対象経費の実支出額とを比較

して少ない方の額を選定する。 

 （２） 前号により選定された額と補助事業に係る総事業費から寄附金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない方の額に３補助率欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額と

する。 

 （３） ただし，前号により１品につき算出された額が，４下限額欄に定める下限額に満たない

設備については，交付決定を行わないものとする。 

 

 （交付の申請） 

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，別記様式第１号によるものと

し，その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は，次のとお

りとする。 

 （１） 経費所要額調（別記様式第１号別紙（１）） 

 （２） 事業計画書（別記様式第１号別紙（２）） 

 （３） 当該事業に係る歳入歳出予算書（見込）の抄本 

 （４） 当該事業に係る購入予定の医療機器等のカタログ 

 （５） 総事業費の積算の根拠資料 

 （６） その他参考となる書類 

 

 （変更の交付申請） 

第４ 規則第４条の規定によるこの補助金の交付の決定後に事情の変更により申請の内容を変更

して追加交付の申請等を行う場合には，第３に定める交付の申請に準じて行うものとする。 

 

 （交付の条件） 

第５ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

 （１） 補助事業に要する経費の配分の変更（それぞれの区分の配分額のいずれか低い額の１０％

以内の変更を除く。）又は補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には，

別記様式第２号により知事の承認を受けること。 



 （２） 補助事業を中止し，又は廃止する場合には，別記様式第３号により知事の承認を受ける

こと。 

 （３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には，

速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 （４） 補助事業により取得し，又は効用の増加した財産の価格が単価５０万円（民間団体にあ

っては３０万円）以上の機械，器具及びその他の財産については，補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の

規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで，知事の承認を受けないで，こ

の補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，担保に供し，又は廃

棄してはならない。 

 （５） 知事の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には，そ

の収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 （６） 補助事業により取得し，又は効用の増加した財産については，事業完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに，その効率的な運営を図ること。 

 （７） 補助金と補助事業に係る証拠書類等の管理については，次によるものとする。 

イ 補助事業者が地方公共団体の場合 

補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別記様式第４号による

調書を作成するとともに，事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し,かつ調書

及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,そ

の承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし，

事業により取得し，又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械，器具及びその他

の財産がある場合は，前記の期間を経過後，当該財産の財産処分が完了する日，又は補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により

厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなけれ

ばならない。 

ロ 補助事業者が地方公共団体以外の場合 

補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し，かつ，帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止

又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保

管しておかなければならない。ただし，事業により取得し，又は効用の増加した価格が単

価３０万円以上の機械，器具及びその他の財産がある場合は，前記の期間を経過後，当該

財産の財産処分が完了する日，又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行

令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のい

ずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 （８） 補助事業完了後に，消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は，別記

様式第５号により速やかに，遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度４月３０日

までに知事に報告すること。 

     なお，補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社，一支所等）で

あって，自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず，本部（又は本社，本所等）で消費税

及び地方消費税の申告を行っている場合は，本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報

告を行うこと。 

また，補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には，当該仕入控除税額を



県に返還しなければならない。 

  (９)  この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けては

ならない。 

 

 （実績報告） 

第６ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は，別記様式第６号によるもの

とし，その提出期限は補助事業の完了の日から起算して１月を経過した日（第５第２号の条件に

より補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には，当該承認の通知を受理した日から１月を

経過した日）又は翌年度４月５日のいずれか早い日とする。 

２ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は，次の

とおりとする。 

 （１） 経費所要額精算書（別記様式第６号別紙（１）） 

 （２） 事業実績報告書（別記様式第６号別紙（２）） 

 （３） 当該事業に係る歳入歳出決算書（見込）の抄本 

 （４） 補助対象事業の概要を示す写真 

 （５） 当該事業により購入した医療機器等の契約書（契約書が作成されない場合は，請書及び

請求書）の写し及びその検収調書の写し 

 （６） その他参考となる書類 

 

 （補助金の交付方法） 

第７ 補助金は，規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし，補

助事業の遂行上必要があると認めるときは，規則第１５条ただし書の規定により概算払により交

付することができるものとし，その様式は別記様式第７号によるものとする。 

 

 （書類の提出部数） 

第８ この要綱により知事に提出する書類の提出部数は，各１部とする。 

 

 

附 則 

１ この要綱は，平成１７年５月９日から施行し，平成１７年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補

助金にも適用するものとする。 

 

附  則  

１ この要綱は，平成２７年７月２８日から施行し，平成２７年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補

助金にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は，令和元年８月６日から施行し，令和元年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補

助金にも適用するものとする。 

別表 



 

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助率 ４ 下限額 

１か所当たり 

16,500 千円 

 へき地診療所として必要な医療

機器購入費 

２分の１ １品につき 

250千円 

 


